
平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

環境省 第１次回答 

 

管理番号 40 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

土壌汚染のおそれがない土地の改変などに関し、土壌汚染対策法第４条第１項に基づく届出義務の廃止 

 

提案団体 

栃木県 

 

制度の所管･関係府省 

環境省 

 

求める措置の具体的内容 

土壌汚染対策法第４条第１項の運用において、通常、人が踏み入らない土地又は汚染のないことが明らかにな

っている土地における土地の形質変更など、人の健康を保護する上で影響を及ぼすことのない行為は届出不

要とすること。 

具体的には、法施行規則で定める届出不要な行為として保安林内で行われる治山工事や、環境影響評価法に

基づく調査等で汚染のないことが明らかになっている土地における工場の建設等に伴う土地の改変などは、届

出が不要な行為として支障ないと考える。 

 

具体的な支障事例 

同項の規定に基づき、3,000 ㎡以上の土地の形質変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する

日の 30 日前までに都道府県知事への届出が義務づけられている。 

同項の規定に基づく届出は、「農業を営むために通常行われている行為」「林業の用に供する作業用路網の整

備」等の例外が規定されいる。 

一方、例えば、保安林で行われる治山工事などは人が踏み入らない山間部の奥地であるため、そもそも土壌汚

染のおそれが極めて低いと考えるが、現行制度では届出が必要となっており、治山工事の速やかな実施の支障

となっている。 

また、環境影響評価法等に基づく調査が行われている場合、土壌汚染対策法施行前に土地取引等に基づき任

意調査を実施している場合、土砂条例に基づき安全確認調査を行っている場合など、既存の知見により汚染の

ないことが確認されている土地についても届出は不要であると考えるが、工場の建設等による土地の改変にあ

たって届出が必要となっており、企業の事業活動の支障になっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

法の目的は、土壌汚染対策により国民の健康を保護することであるが、健康への影響が生じる蓋然性が認めら

れない行為に対して規制を緩和することにより、森林の公益的機能の速やかな向上及び企業活動の活性化に

つながることが期待される。 

なお、「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」において、「都市計画区域外の土地など有害物

質使用特定施設等が過去に存在した可能性が著しく低いと考えられる土地に関する届出は、汚染のおそれが

あるところを効率的に調査する観点からは過剰であることから、届出対象外とすることを検討すべき」とされてい

る。 

 

根拠法令等 

土壌汚染対策法第４条第１項 

通番：37
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追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、八尾市、高松市、熊本市 

 

○土壌汚染対策法第 4 条第 1 項に基づく届出義務については、3,000 ㎡以上の土地の形質変更という条件は

過大ではないかと考える。林道整備等による届出を受理しているが、公共工事等においては、発生残土処理に

ついては汚染の拡散は発生しにくい状態であるため、届出義務の必要性は低いと考えられる。届出義務の要件

として、発生残土の処分方法も含めたものとすることが現実的であると考えられる。 

○通常、土壌汚染が考えられない治山工事等に係る届出が多く、そのような場合は、特に届出がなくとも支障が

ないと考える。なお、国においても、効率的に調査する観点から、届出対象外について、検討されていると承知し

ている。 

○山間地（保安林）の公示で同項に基づく届出が提出されているが、有害物質の資料履歴は考えにくく、土壌汚

染のおそれが極めて低いと思われるため、届出不要としても支障はないと考える。 

○山間部で過去に土地の利用が全くないような場合や環境影響評価法に基づく調査が実施されている場合等

は、汚染のないことが確認されているため、届出の必要性は低いものと考える。 

○土地の形質変更を行う面積が 3000 ㎡を超える場合，山林や農地等，土壌汚染の恐れが極めて低い土地で

あっても，届出が義務付けされており，開発行為等の際に支障となっている。 

○中央環境審議会の平成２８年１２月１２日付け「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」にもあ

ったように、全国の土壌汚染対策法第４条の届出件数中、調査命令が発出された割合は２％程度である。本市

においても田畑等からの宅地造成に伴う届出がなされるものの、これまで田畑等でのみ使用されていた土地に

おいて有害物質使用特定施設等が過去に存在した可能性が著しく低いと考えられ、汚染の恐れがある土地を

効率的に調査する観点からは届け出対象外とすることが望ましい。 

 

各府省からの第１次回答 

一定規模以上の土地の形質変更は大量の土壌の搬出や形質変更に伴う汚染の発生契機となることから、一定

規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質変更に着手する日の 30 日前までに、都道

府県知事に届出を行い、都道府県知事は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると

認めるときは、調査をさせて、その結果を報告すべきことを命ずることとしています。 

平成 28 年 12 月 12 日付け「今後の土壌汚染対策の在り方について（第一次答申）」（中央環境審議会）におい

て、「法第４条第１項の届出をして第２項の調査命令を受けてから調査に着手するというこれまでの手続の他

に、前もって土壌汚染状況調査（地歴調査により汚染のおそれがないことが判明した場合については、試料採

取等は不要。）を行い、その結果を届出時に報告する方法も選択できるよう制度に位置付けるべき」と答申され

ており、法改正を行ったところ。 

保安林で行われる治山工事など土壌汚染のおそれが低い土地や環境影響評価法に基づく調査等で汚染のな

いことが明らかになっている土地については、地歴調査で把握を行い、土壌汚染状況調査結果を報告すること

が可能となり、手続きの迅速化が図られました。 

なお、同答申において「都市計画法の都市計画区域外の土地など有害物質使用特定施設等が過去に存在した

可能性が著しく低いと考えられる土地に関する届出は、汚染のおそれがあるところを効率的に調査する観点か

らは過剰であることから、届出対象外とすることを検討すべきである。」と答申されており、引き続き、検討してま

いります。 

通番：37
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

環境省 第１次回答 

 

管理番号 252 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

国定公園の公園計画変更に係る事務権限の移譲 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

環境省 

 

求める措置の具体的内容 

国定公園の公園計画の変更について、既に公園計画に位置付けられている施設の業態変更等軽微な変更の

場合について、計画変更の判断権限を移譲していただきたい。 

また、国の関与を残すにしても、軽微な変更の場合には、原則として自治体の判断を尊重し、速やかに計画変

更する制度構造に改めていただきたい。 

 

具体的な支障事例 

本県の国定公園では、水族館（公園事業）として建設が認められた施設が経営の抜本的な見直しを余儀なくさ

れ、修繕程度では利用者を伸ばす見込みがなく、経営譲渡すらままならない状態にある。 

現行制度上、公園計画に記載された業態以外の施設の建設は規制があり、また、現行の公園計画に位置づけ

られていない他の公園事業を行う場合は、国の公園計画の変更が必要となる。 

そのため、本県において、民間事業者を勧誘し、水族館の業態変更を含め施設の再建を図ろうとしているが、施

設の増築・建替えや現行の公園計画に位置付けられていない公園事業への業態変更を視野に入れると、県の

公園事業の変更のみならず、半年以上の時間を要する国の公園計画の変更が必要となることから、事業開始

の可否が見込めず、再建に興味を持った２社の民間事業者から、企画の段階で投資を断念されてしまった。 

計画変更に県と国の判断がそれぞれ必要とされ、機動的な対応が難しい現行のままでは、経営危機にある施

設を再建するための投資を呼び込むことが極めて難しく、最終的には当該建物が廃墟となって、国定公園の景

観を阻害する建物となる恐れもある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

既に公園計画に位置付けられている施設の業態の変更の程度が軽微な場合の公園計画の変更について、都

道府県に決定権限を委ねる又は速やかな計画変更が可能な制度構造に改めることで、国定公園における空き

施設問題の解消や地域の魅力を発信するための時宜を得た事業展開を進め易くなり、国定公園の景観の保護

や一層の利活用の推進に資する。 

 

根拠法令等 

自然公園法第 7 条第 2 項、第 8 条第 2 項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

岩手県 

 

通番：38
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○軽微な変更の場合、速やかに計画変更する制度構造となることにより、事業展開を進め易くなり、また景観の

保護や一層の利活用の推進に資する。 

○千葉県の提案は事務の迅速化に資すると考える。 

 

各府省からの第１次回答 

具体的な支障事例として、２社の民間事業者から企画の段階で投資を断念されてしまった点をあげられておりま

すが、７／１１に実施された提案団体からの集中ヒアリングを踏まえると、提案団体において国定公園に係る公

園計画の変更手続に要する時間が要因であるかどうかは定かでなく、また、公園計画の変更に要する時間につ

いては、申し出から決定まで半年程度で処理できる体制が既に整えられているところです。この点については、

平成 27 年度の提案募集においても回答しております。 

さらに、本件については、公園計画の変更以外の対処方法も考えられると想定され、具体的な対応方針につい

ては、積極的に国としても提案団体に助言していきます。 

通番：38
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 197 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

喀痰吸引等業務に関する登録事務の指定都市への権限移譲 

 

提案団体 

広島市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

喀痰吸引等業務に関する都道府県知事の登録事務について指定都市への権限移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

広島市内の介護事業所では、平成 28年に、喀痰吸引等を行うための研修を受けていない職員が、業として当

該医療行為を行った事案があった。このケースでは、内部通報により問題が発覚し、指導を行うことができた

が、社会福祉士及び介護福祉士法上は、研修を受けた者の登録は都道府県の事務とされているため、指定都

市に情報が入るようになっていない。 

介護保険法上、指定都市には介護事業所への立入検査権限だけでなく処分権限もあるが、事業所の職員のう

ち、誰が喀痰吸引を行えるのかという情報が都道府県から指定都市に入る仕組みとなっていないため、現状で

は、広島県と一緒に検査に入らざるを得ない。 

ついては、喀痰吸引等業務の登録に関する事務を都道府県から指定都市に移譲し、指定都市単独で対応でき

るようにしていただきたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

情報が一元化されることによって、他の検査と併せて、喀痰吸引等業務がきちんと資格を持つ職員によって行

われているか検査することで、業務の適正化に繋がる。 

 

根拠法令等 

社会福祉士及び介護福祉士法第 48条の 2～第 48条の 8 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、大阪府、沖縄県 

 

○本県においても、中核市にある有料老人ホームにおいて、喀痰吸引等の研修を受けていない介護職員が、当

該行為を実施していた事例があり、県と中核市で情報共有の上、指導を行っていることや中核市より既登録事

業者等に関する問い合わせがあった際など、通常業務に支障を来すなどの問題が生じているところである。ま

た、中核市の介護事業所等への実地指導や立ち入り権限がないことから、登録喀痰吸引等事業者登録後、当

該事業者の事後の運営実態を把握することが難しい状況にある。 

 

通番18
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各府省からの第１次回答 

○喀痰吸引等に関する事務については、現在、喀痰吸引等を行う特定行為業務従事者の認定（認定証の交付

を含む。）、喀痰吸引等を行う事業者の登録や指導監督、喀痰吸引等研修を行う研修機関の登録などの事務を

都道府県が一元的に取り扱っているところである。喀痰吸引等業務の適切な推進や事業者の手続の便宜を考

慮し、喀痰吸引等に関する事務については都道府県が一元的に取り扱うことが適当と考えており、本提案の実

現は困難である。 

通番18
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 232 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

介護福祉士試験受験資格に必要な「介護福祉士実務者研修」の受講時間見直し 

 

提案団体 

京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

介護福祉士試験受験資格に必要な「介護福祉士実務者研修」の受講時間を短縮する。 

 

具体的な支障事例 

介護福祉士は介護職の中核的な役割を担うことが期待されているところであるが、平成２８年度から実務経験

者の受験資格に実務者研修４５０時間の受講が課せられた。 

平成２７年度までは「３年以上の介護職としての実務経験」のみで受験可能であったが、国は「介護職の資質向

上」を打ち出し、平成２８年度から「３年以上の実務経験」に加え、「実務者研修」の受講が必須化され、たん吸引

など医療的なケアも含めた研修の受講が義務付けられた。さらに、受講料も自己負担となっている。 

そういったこともあり、全国で平成２７年度は受験者が１６万９１９人であったが、平成２８年度は７万９１１３人と

半減した。 

京都府としては、第７次京都府高齢者健康福祉計画（老人福祉法第 20条の９、介護保険法第 118条の規定等

により、定めたもの）に基づき、平成２７～２９年度の３年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確保を目標に

定め、人材の育成と定着も含めた総合的な取組を進めているが、介護職の人材は、慢性的に不足している。 

その解消のため、研修における受講時間の短縮化や実務経験での単位の読み替え等、受験者への配慮が必

要と考える。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

介護職が慢性的に不足している中、介護福祉士実務研修の受講時間を短縮するこで、資格試験受験者の増加

による介護人材の確保と質の向上を両立し、住民の地域福祉の充実を図ることに資する。 

 

根拠法令等 

社会福祉士及び介護福祉士法第 40条 

社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第７条の２ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

酒田市、川崎市、高山市、鹿児島市 

 

○小規模事業所においては、研修に出せるだけの人員がなく、質の向上ができない状況になるため、規制緩和

が必要と考えます。 

通番19-①

96



○「介護福祉士実務研修」の受講時間が長いことや研修場所までの移動距離が遠いことで、市内事業所からも

時間や費用の面で介護福祉士資格取得の妨げになっているとの意見を聞いている。介護職員が慢性的に不足

している中、受講時間の短縮及び受講場所を拡大するこで、介護人材の確保と質の向上を両立し、住民の地域

福祉の充実が図られる。 

 

各府省からの第１次回答 

○ 実務者研修については、平成 19年に法改正を行い、当初 600時間の受講時間を想定していたが、その後

現場の事業者や介護職員の実態等を踏まえた検討を行い、450時間とした。さらに、通信課程の活用や他の研

修で履修済みの科目の免除を認めるなど、受講時間短縮等による受講者の負担軽減を既に図っている（介護

職員初任者研修受講者は 320時間に短縮）。こうした経緯を踏まえ、平成 26年の法改正により平成 28年度か

らの施行が決められたものであり、現時点で見直しを行うことは困難である。 

○また、本研修は、実務経験では不足する理論的・体系的な知識や技能を学ぶため、３年間の実務経験を前提

に受講時間等が設定されているものであるから、実務経験により本研修の読み替えを行うことは困難である。 
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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省 第１次回答 

 

管理番号 182 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

介護福祉士国家試験受験資格の柔軟化 

 

提案団体 

長野県 

 

制度の所管･関係府省 

文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

福祉系の学科・コースを持つ高等学校で取得した単位と卒業後に介護福祉士養成施設で取得した単位を通算

することで、必要な指定科目を終了したとみなし、介護福祉士国家試験受験資格を得られるようにする。 

 

具体的な支障事例 

【提案の背景】 

長野県では長野県高齢者プラン（老人福祉法第 20条の９、介護保険法第 118条の規定により、定めたもの）に

基づき、平成２７～２９年度の３年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確保を目標に定め、人材確保施策

を推進しているが、県内の介護人材不足は大きな課題となっている。 

現在、介護福祉士の養成ルートは、①実務ルート、②福祉系高等学校ルート、③養成施設ルートの３つがある。 

②については、指定科目 53単位（1,855時間）以上のカリキュラムを整備し、文部科学大臣及び厚生労働大臣

の指定を受けた「福祉系高等学校」（以下、指定校）を修了する必要がある。 

【支障事例】 

平成 19年の法改正により、介護福祉士国家試験の受験資格を得るための指定科目単位数が 1.5倍に増加し、

普通科目単位を圧迫することで幅広い知識・教養の習得が難しくなったり、7時間目や長期休業中等の授業・実

習の実施により、生徒に負担がかかるといった課題が生じている。 

このため、福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことは難しく、指定校以外の

福祉系学科・コースのある高等学校卒業者が受験資格を得るには、③のルートである養成施設において２年間

1,850時間の指定科目を履修することが必要であり、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修

しなければならない。 

【提案事項】 

地域の介護福祉士養成施設と福祉系の学科・コースを持つ高等学校が連携し、指定校以外の福祉系学科・コー

スのある高等学校卒業者が、卒業後に養成施設で不足科目を履修する（養成施設の卒業は要件としない）こと

で、合計 1,850時間以上履修すれば受験資格が得られるよう求める。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地域で必要な介護人材を地域で養成・育成することが可能となる。 

福祉系高等学校の生徒が充分な基礎知識・教養を習得したうえで、将来の国家資格取得に繋がるキャリア形成

を行うことができ、もって介護分野への参入が促進される。 

高等学校卒業後養成施設において、さらに専門性を磨くことで、介護福祉士としての質の向上が図られる。 

多くの養成施設では定員割れの状態となっており、新たな学生の掘り起こしにつながる。 
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根拠法令等 

社会福祉士及び介護福祉士法第 40条 

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第 21条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

酒田市、埼玉県、神奈川県、川崎市、軽井沢町、大阪府、鹿児島市 

 

○福祉系学科の教科内容が全国的に統一されているならば、単位の通算は何ら支障がないものであり、介護

福祉士の確保に繋がりますので、緩和すべきものと考えます。 

○当県内の福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことができないところがあ

り、当該高等学校卒業者が受験資格を得るには、養成施設において２年間 1,850時間の指定科目を履修するこ

とが必要であり、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならない。 

○当県内でも、福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことは難しく、指定校以

外の福祉系学科・コースのある高等学校卒業者が受験資格を得るには、養成施設で２年間 1,850時間の指定

科目を履修することが必要であり、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならな

い。当県は７５歳以上の高齢者人口の伸び率が全国一であることから、県内における介護人材の確保は重要な

課題となっている。高校進学時に福祉の道を志した貴重な人材に対して、介護福祉士を目指す過程で、余計な

負担（同じ科目の二重履修、二重の学費負担）を強いることを避ける制度にするべきである。 

○介護従事者が不足しており、本提案のとおり受験資格が柔軟化され、資格を取得する者が増えることで介護

従事者も増加すると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

○介護福祉士養成施設（以下「養成施設」という。）の基準としては、原則２年間 1850時間の履修、教育内容の

領域ごとの教員要件、施設設備に関する要件などが設けられている。これらの要件を満たさない高等学校で履

修した科目を養成施設で履修したことと認めることは、介護福祉士の質の低下を招く恐れがある。 

○また、大学、短期大学又は専修学校等である養成施設では、養成施設ではない他の大学、短期大学又は専

修学校等において履修した科目について、教育内容が相当するものと認められる場合には、一部の科目を除き

自らの養成施設において履修した科目とみなすことが可能となっている。一方、現行では、原則、高等学校で履

修した科目を大学、短期大学又は専修学校等において大学等で履修した科目とみなすことができないこととなっ

ていることから、高等学校で履修した福祉科目を、卒業後に大学等である養成施設で履修した科目とみなすこと

はできない。 

以上のことから、提案の実現は困難である。 
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